
居宅療養管理指導（みなし指定事業者） 変更届提出書類一覧 

 

■届出について 

・届出の期限は変更日から１０日以内となっています。 

 

■届出方法 

 届出方法は全て郵便等の送付による受付となります。控えの返送を希望される場合は、返信用の定型封筒に

必要な額の切手を貼って返送先宛名を明記し同封してください。 

 

■サービス情報の変更 提出書類一覧 

サービス情報の変更届については、事業所単位での届出となります。例えば同一所在地に同一法人（開設者）

の運営する複数の指定事業所がありそれぞれ移転するような変更が生じた場合、それぞれの事業所から届出

書・添付書類の提出が必要となります。 

 

変更する事項 提出書類 留意事項 

事業所の名称 ・変更届連絡票、返信用封筒（返信に必要な額の切手貼付） 

・変更届出書（様式第３号） 

・指定に係る記載事項（付表５） 

・保険医療機関、保険薬局の変更届の写し 

●事業所名が定款等で定めら

れている場合、定款等変更手続

きが必要です。 

事業所の専用区画 ・変更届連絡票、返信用封筒（返信に必要な額の切手貼付） 

・変更届出書（様式第３号） 

・事業所の平面図（変更前・後） 

・保険医療機関、保険薬局の変更届の写し 

●医療法等に基づく変更の手

続が必要なものについては、所

管庁で必ず事前に手続を行っ

てください。 

事業所の所在地 

（住居表示等） 

◎マンション名や住居表示等が変更となった場合 

・変更届連絡票、返信用封筒（返信に必要な額の切手貼付） 

・変更届出書（様式第３号） 

・指定に係る記載事項（付表５） 

・マンション名変更等の写し 

 

 

変更する事項 提出書類 留意事項 

管理者の氏名及び住所 ・変更届連絡票、返信用封筒（返信に必要な額の切手貼付） 

・変更届出書（様式第３号） 

・指定に係る記載事項（付表５） 

・誓約書（参考様式７－５） 

・保険医療機関、保険薬局の変更届の写し 

●婚姻等による氏名変更の場

合又は引越し・住居表示の変更

等による住所変更のみの場合、

左の提出書類のうち、下線部の

書類のみとなります。 
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■サービス情報の変更 提出書類一覧 

法人等（開設者）情報の変更届については、法人等単位での届出となります。同一法人の下に複数の指定事業

所がある場合、一事業所からの届出を以って他の全ての事業所からの届出とみなします。 

 

変更する事項 提出書類 留意事項 

法人の名称及び所在地 

（開設者名・住所） 

 

・変更届連絡票、返信用封筒（返信に必要な額の切手貼付） 

・変更届出書（様式第３号） 

・事業所一覧 

・保険医療機関、保険薬局の変更届の写し 

●同一法人に、「みなし指定」

以外の指定事業所がある場合

は、該当するサービスの必要書

類を確認してください。 

●個人診療所が法人化される

場合は新規扱いとなります。 

法人代表者の氏名及び住

所 

・変更届連絡票、返信用封筒（返信に必要な額の切手貼付） 

・変更届出書（様式第３号） 

・事業所一覧 

・保険医療機関、保険薬局の変更届の写し 
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